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○
標
準
抽
出
方
法

平

成

十

三

年

三

月

二

十

二

日

最
終
改
正

令
和
三
年
七
月
二
十
日

農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
九
号

農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
四
十
三
号

農
産
物
検
査
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
標
準
抽
出
方
法
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一

国
内
産
農
産
物
の
品
位
等
検
査
に
係
る
標
準
抽
出
方
法

一

包
装
さ
れ
て
い
る
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
る
国
内
産
農
産
物
（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
グ
（
農
産
物
規
格
規
程
（
平
成
十
三
年
二
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
四
十
四
号
）
第

(一)
一
の
二
の

の
ロ
の

に
規
定
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
グ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
標
準
抽
出
方
法
は
、

の
と

（三）

（ホ）

(1)

お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
農
産
物
を
調
製
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
施
設
に
お
い
て
、
調
製
さ
れ
、
又
は
貯
蔵
さ
れ
た
状
態
か
ら
直
接
包
装
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2)

検
査
荷
口
（
農
産
物
の
種
類
及
び
銘
柄
、
量
目
、
荷
造
り
及
び
包
装
並
び
に
品
位
が
同
一
と
認
め
ら
れ
る
農
産
物
の
集
ま
り
で
あ
っ
て
、
検
査
の
対
象
と
な
る
も
の

(1)
を
い
う
。
第
一
及
び
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
次
の
ア
及
び
イ
の
表
の
検
査
荷
口
の
大
き
さ
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
抽
出
個
数
の
欄
に

掲
げ
る
数
量
の
個
体
（
包
装
さ
れ
て
い
る
形
態
の
一
単
位
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
個
体
か
ら
当
該
農
産
物
を
抽

出
し
た
も
の
を
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
品
位
等
検
査
の
結
果
、
農
産
物
規
格
規
程
（
平
成
十
三
年
二
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
四
十
四
号
）

に
適
合
し
な
い
個
体
の
数
が
ア
及
び
イ
の
表
の
検
査
荷
口
の
大
き
さ
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
合
格
判
定
個
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
量
を
超
え
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
検
査
荷
口
の
全
個
体
か
ら
試
料
を
抽
出
す
る
。

ア

品
位
等
検
査
に
係
る
種
類
及
び
銘
柄
並
び
に
品
位
に
つ
い
て
の
検
査
を
行
う
場
合

農
産
物
の
種
類

検

査

荷

口

の

大

き

さ

抽
出
個
数

合
格
判
定
個
数

で
ん
粉

二

｜

五
〇
個

二
個

〇
個

五
一

｜

一
〇
〇

三

〇

一
〇
一

｜

二
〇
〇

五

〇

二
〇
一

｜

五
〇
〇

八

〇

五
〇
一

｜

一
、
〇
〇
〇

一
三

一

一
、
〇
〇
一

｜

三
、
〇
〇
〇

二
〇

一

三
、
〇
〇
一

｜

一
〇
、
〇
〇
〇

三
二

一

一
〇
、
〇
〇
一

｜

三
五
、
〇
〇
〇

五
〇

二
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三
五
、
〇
〇
一
以
上

八
〇

三

で
ん
粉
以
外
の

二

｜

一
五
個

全
個

〇
個

農
産
物

一
六

｜

二
五

一
三

〇

二
六

｜

五
〇

一
五

〇

五
一

｜

一
〇
〇

一
八

〇

一
〇
一

｜

二
〇
〇

二
〇

〇

二
〇
一

｜

一
、
〇
〇
〇

三
二

一

一
、
〇
〇
一

｜

三
、
〇
〇
〇

五
〇

三

三
、
〇
〇
一

｜

一
〇
、
〇
〇
〇

八
〇

五

一
〇
、
〇
〇
一

｜

三
五
、
〇
〇
〇

一
二
五

一
〇

三
五
、
〇
〇
一
以
上

二
〇
〇

一
八

イ

品
位
等
検
査
に
係
る
量
目
並
び
に
荷
造
り
及
び
包
装
に
つ
い
て
の
検
査
を
行
う
場
合

検

査

荷

口

の

大

き

さ

抽
出
個
数

合
格
判
定
個
数

二

｜

五
〇
個

二
個

〇
個

五
一

｜

一
〇
〇

三

〇

一
〇
一

｜

二
〇
〇

五

〇

二
〇
一

｜

五
〇
〇

八

〇

五
〇
一

｜

一
、
〇
〇
〇

一
三

一

一
、
〇
〇
一

｜

三
、
〇
〇
〇

二
〇

一

三
、
〇
〇
一

｜

一
〇
、
〇
〇
〇

三
二

一

一
〇
、
〇
〇
一

｜

三
五
、
〇
〇
〇

五
〇

二

三
五
、
〇
〇
一
以
上

八
〇

三

包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
の
も
の
を
検
査
荷
口
と
し
、
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
一
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出

(2)
し
た
も
の
を
も
み
に
あ
っ
て
は
千
五
百
グ
ラ
ム
に
、
も
み
以
外
の
農
産
物
に
あ
っ
て
は
二
百
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
グ
に
包
装
さ
れ
て
い
る
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
一
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農

(二)
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
も
の
を
二
百
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
規
程
に
定
め
た
基
準
に
基
づ
き
、
試
料
が

(三)
特
に
均
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
検
査
荷
口
に
つ
い
て
は
、
㈠
及
び
㈡
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
業
務
規
程
に
定
め
た
方
法
に
よ
り
、
試
料
を
採
取
す
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る
こ
と
が
で
き
る
。

二

包
装
さ
れ
て
い
な
い
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
な
い
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
一
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と

(一)
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
も
の
を
も
み
に
あ
っ
て
は
千
五
百
グ
ラ
ム
に
、
も
み
以
外
の
農
産
物
に
あ
っ
て
は
二
百
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
規
程
に
定
め
た
基
準
に
基
づ
き
、
試
料
が
特
に
均
一
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
検
査
荷
口
に
つ
い
て
は
、
㈠
の
規

(二)
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
業
務
規
程
に
定
め
た
方
法
に
よ
り
、
試
料
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二

外
国
産
農
産
物
の
品
位
等
検
査
に
係
る
標
準
抽
出
方
法

一

包
装
さ
れ
て
い
る
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
る
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
全
個
体
の
十
分
の
一
以
上
の
個
体
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
個
体
か

ら
当
該
農
産
物
を
抽
出
し
た
も
の
を
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

包
装
さ
れ
て
い
な
い
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
な
い
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
二
十
五
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と

と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
も
の
を
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三

成
分
検
査
に
係
る
標
準
抽
出
方
法

一

包
装
さ
れ
て
い
る
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
る
国
内
産
農
産
物
（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
グ
に
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
標
準
抽
出
方
法
は
、

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

(一)

(1)

当
該
農
産
物
を
調
製
し
、
又
は
貯
蔵
す
る
施
設
に
お
い
て
、
調
製
さ
れ
、
又
は
貯
蔵
さ
れ
た
状
態
か
ら
直
接
包
装
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

の
と
お
り
と
す
る
こ
と

(2)

が
で
き
る
。

検
査
荷
口
（
農
産
物
の
種
類
が
同
一
と
認
め
ら
れ
る
農
産
物
の
集
ま
り
で
あ
っ
て
、
検
査
の
対
象
と
な
る
も
の
を
い
う
。
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
次
の
表
の

(1)
検
査
荷
口
の
大
き
さ
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
抽
出
個
数
の
欄
に
掲
げ
る
数
量
の
個
体
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
個

体
か
ら
当
該
農
産
物
を
抽
出
し
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
の
も
の
を
検
査
荷
口
と
し
、
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
一
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出

(2)
し
た
も
の
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
バ
ッ
グ
に
包
装
さ
れ
て
い
る
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
一
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農

(二)
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
も
の
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

検

査

荷

口

の

大

き

さ

抽
出
個
数

二

｜

一
五
個

全
個

一
六

｜

二
五

一
三
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二
六

｜

五
〇

一
五

五
一

｜

一
〇
〇

一
八

一
〇
一

｜

二
〇
〇

二
〇

二
〇
一

｜

一
、
〇
〇
〇

三
二

一
、
〇
〇
一

｜

三
、
〇
〇
〇

五
〇

三
、
〇
〇
一

｜

一
〇
、
〇
〇
〇

八
〇

一
〇
、
〇
〇
一

｜

三
五
、
〇
〇
〇

一
二
五

三
五
、
〇
〇
一
以
上

二
〇
〇

二

包
装
さ
れ
て
い
な
い
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
な
い
国
内
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
一
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も

に
、
当
該
抽
出
し
た
も
の
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

包
装
さ
れ
て
い
る
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
る
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
全
個
体
の
十
分
の
一
以
上
の
個
体
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
個
体
か

ら
当
該
農
産
物
を
抽
出
し
た
も
の
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

四

包
装
さ
れ
て
い
な
い
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法

包
装
さ
れ
て
い
な
い
外
国
産
農
産
物
の
標
準
抽
出
方
法
は
、
検
査
荷
口
か
ら
当
該
検
査
荷
口
の
重
量
の
二
十
五
万
分
の
一
以
上
の
量
の
農
産
物
を
無
作
為
に
抽
出
す
る
と

と
も
に
、
当
該
抽
出
し
た
も
の
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
し
て
試
料
と
す
る
こ
と
と
す
る
。


